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建設工事及び工事関連業務委託に係る最低制限価格等の引上げについて 

 

建設工事及び建設関連業務委託に係る最低制限価格等の算定方法について，以下のとおり改正いた

します。 

 

１ 建設工事 

(1) 最低制限価格等の算出基準 

改正後 現行 

①直接工事費の１００％ 

②共通仮設費の１００％ 

③現場管理費の ９０％ 

④一般管理費の ５５％ 

①～④の合計額 

ただし，予定価格の７５％～９２％の範囲 

①直接工事費の１００％ 

②共通仮設費の１００％ 

③現場管理費の８０％ 

④一般管理費の５５％ 

①～④の合計額 

ただし，予定価格の７０％～９０％の範囲 

 

(2) 総合評価落札方式における失格基準の算出基準 

改正後 現行 

下記項目の(1)～(5)に一つでも該当したときは， 

失格とする。 

【項目別基準】 

変更なし 

 

 

 

 

 

【総額基準】 

(5) 入札価格が，下記の①～④の合計額から⑤の額

を減じた額または，⑥～⑨までの合計額のいずれ

か低い額未満 

①直接工事費の１００％ 

②共通通仮設費の１００％ 

③現場管理費の ９０％ 

④一般管理費の ５５％ 

⑤比較価格の   ３％ 

⑥直接工事費の ９７％ 

⑦共通仮設費の ９０％ 

⑧現場管理費の ９０％ 

⑨一般管理費の ５５％ 

下記項目の(1)～(5)に一つでも該当したときは， 

失格とする。 

【項目別基準】 

(1) 直接工事費が市設計額の７５％未満 

(2) 共通仮設費が市設計額の７０％未満 

(3) 現場管理費が市設計額の７０％未満 

(4) 一般管理費が市設計額の３０％未満 

※諸経費が(2)～(4)に細分化されていない場合は，

諸経費が市設計額の５５％未満 

【総額基準】 

(5) 入札価格が，下記の①～④の合計額から⑤の額

を減じた額または，⑥～⑨までの合計額のいずれ

か低い額未満 

①直接工事費の１００％ 

②共通仮設費の１００％ 

③現場管理費の ８０％ 

④一般管理費の ５５％ 

⑤比較価格の   ３％ 

⑥直接工事費の ９７％ 

⑦共通仮設費の ９０％ 

⑧現場管理費の ９０％ 

⑨一般管理費の ５５％ 
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２ 建設関連業務委託 

(1) 最低制限価格の算定 

 ・測量業務 

改正後 現行 

①直接測量費の１００％ 

②測量調査費の１００％ 

③諸経費の   ５５％ 

①～③の合計額 

ただし，予定価格の６０～８２％の範囲 

①直接測量費の１００％ 

②測量調査費の１００％ 

③諸経費の   ５５％ 

①～③の合計額 

ただし，予定価格の６０～８０％の範囲 

  
 ※測量業務以外変更ありません。 

 

３ 適用日 

令和元年８月１日以降に公告または指名通知する案件から適用 
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８／６配信のダウンロードで対応済です。
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最低制限価格の画面から修正できます。
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プルダウンから、令和元年8月（2019年）を選択します。
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現場管理費が90％に変更されます。
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